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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象に白色光を放出する白色光源と、
　前記観察対象に近赤外線励起光を放出する近赤外線励起光源と、
前記観察対象からの反射白色光及び近赤外線蛍光を伝達する光診断組立体と、
　前記光診断組立体から伝達された前記反射白色光及び前記近赤外線蛍光を検出し、可視
光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号として処理する多波長映像処理部と、
　前記多波長映像処理部において処理された前記可視光線反射光映像信号及び前記近赤外
線蛍光映像信号から、当該二つの映像信号を合わせた複合映像を出力するディスプレイ部
と、を含み、
　前記多波長映像処理部では、前記検出された反射白色光を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青
色（Ｂ）の映像信号に分離した後、前記近赤外線蛍光映像信号が検出されていないピクセ
ルには、赤色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）で可視光線反射光映像信号を生成し、前記近赤外線蛍
光映像信号が検出されたピクセルには、当該検出された近赤外線蛍光映像信号を青色（Ｂ
）のみで表示するように映像処理することを特徴とする、
　センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２】
　観察対象に白色光を放出する白色光源と、
　前記観察対象に近赤外線励起光を放出する近赤外線励起光源と、
　前記観察対象からの反射白色光及び近赤外線蛍光を伝達する光診断組立体と、
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　前記光診断組立体から伝達された前記反射白色光及び前記近赤外線蛍光を検出し、可視
光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号として処理する多波長映像処理部と、
　前記多波長映像処理部において処理された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映
像信号から、当該二つの映像信号を合わせた複合映像を出力するディスプレイ部と、を含
み、
　前記多波長映像処理部では、前記検出された反射白色光を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青
色（Ｂ）の映像信号に分離した後、各ピクセルごとに反射白色光の青色（Ｂ）映像信号と
近赤外線蛍光映像信号の強度を相対的に比較し、
　前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号の強度が前記近赤外線蛍光映像信号の強度より高
い場合には、前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号を、前記反射白色光の赤色（Ｒ）及び
緑色（Ｇ）の映像信号と共に当該ピクセルに表示し、
　前記近赤外線蛍光映像信号の強度が前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号の強度より高
い場合には、前記近赤外線蛍光映像信号のみを当該ピクセルに青色（Ｂ）で表示するよう
に映像処理することを特徴とする、
　センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項３】
　前記多波長映像処理部は、前記光診断組立体から伝達された前記反射白色光及び前記近
赤外線蛍光の光経路を分離し、分離された可視光線チャネルと近赤外線チャネルとを形成
する光分離器を含むことを特徴とする、
　請求項１または２に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項４】
　前記光分離器は、選択された波長範囲で選択的に光を透過または反射させる光分離プリ
ズムであることを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項５】
　前記光分離器は、ダイクロイックプリズムであることを特徴とする、
　請求項４に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項６】
　前記多波長映像処理部には、前記分離された可視光線チャネルと近赤外線チャネルに対
応して前記光分離器の分離された光経路に沿って、前記二つのイメージセンサがそれぞれ
の光経路上に配置されるように構成されることを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項７】
　前記二つのイメージセンサは、前記可視光線チャネル側に配置されるカラーイメージセ
ンサと、前記近赤外線チャネル側に配置される単色イメージセンサであることを特徴とす
る、
　請求項６に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項８】
　前記単色イメージセンサは、軸上色収差の補正のために、前記カラーイメージセンサに
比べて、所定の距離（Δ）だけ光分離器から離隔して配置されることを特徴とする、
　請求項７に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項９】
　前記二つのイメージセンサのぞれぞれと前記光分離器との間には、光学フィルタがそれ
ぞれ配置されることを特徴とする、
　請求項６に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１０】
　前記二つのイメージセンサのそれぞれには、独立して調整係数が調整可能な第一および
第二の利得増幅器と、当該第一および第二の利得増幅器の出力信号をデジタル信号に変換
するアナログ・デジタル変換器とが連結されることを特徴とする、
　請求項６に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
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【請求項１１】
　前記多波長映像処理部は、前記収集された映像信号を分析及び処理し、可視光線反射光
映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を生成するデジタル映像処理器を含むことを特徴とす
る、
　請求項１０に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１２】
　前記多波長映像処理部は、前記二つのイメージセンサに対する共通のタイミング発生器
をさらに含み、
　前記デジタル映像処理器は、前記タイミング発生器と同期して映像処理作業を行うこと
を特徴とする、
　請求項１１に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１３】
　前記デジタル映像処理器は、前記反射励起光または前記反射白色光を基準光として、前
記基準光が一定であるように、前記第一および第二の利得増幅器の調整係数を自動的に調
節することを特徴とする、
　請求項１１に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１４】
　当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記デジタル映像処理器において
分析及び処理された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を組み合わせて、
複合映像を形成するコンピュータをさらに含むことを特徴とする、
　請求項１１に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１５】
　当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記デジタル映像処理器において
分析及び処理された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を、前記コンピュ
ータへ伝送する送受信器をさらに含むことを特徴とする、
　請求項１４に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１６】
　前記白色光源は、メタルハライドランプまたはキセノンランプであることを特徴とする
、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１７】
　前記近赤外線励起光源は、８００±２０ｎｍの光を放出するレーザ光源であることを特
徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１８】
　前記光診断組立体は、腹腔鏡、硬性内視鏡、軟性内視鏡、カメラまたは手術顕微鏡のう
ちいずれか一つの映像システムを成す光診断組立体であることを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項１９】
　当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記光診断組立体を前記多波長映
像処理部に連結する光アダプタをさらに含むことを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２０】
　前記近赤外線蛍光の観察のために使われる蛍光物質は、インドシアニングリーンである
ことを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２１】
　前記近赤外線励起光源から照射される励起光の出力は、前記多波長映像処理部のフレー
ム速度よりも低い周波数を有するパルスモードを有するように制御されることを特徴とす
る、
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　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２２】
　当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、同一な条件にてセンチネルリンパ
節の蛍光強度に相応する蛍光強度を有する標準試験片をさらに備えることを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２３】
　前記標準試験片からの蛍光信号強度を前記観察対象からの蛍光信号強度と比較し、前記
観察対象からの蛍光信号強度が、前記標準試験片からの蛍光信号強度よりも高い場合にの
み、センチネルリンパ節として判断するように構成されたことを特徴とする、
　請求項２２に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。
【請求項２４】
　当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置には、前記多波長映像処理部に入る反
射励起光を遮断するための遮蔽フィルタがさらに含まれることを特徴とする、
　請求項３に記載のセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、身体の内部のセンチネルリンパ節を観察するための装置であって、より詳しく
は、センチネルリンパ節におけるＩＣＧのような蛍光物質による近赤外線蛍光を検出する
ことで、センチネルリンパ節を観察するための装置、及び当該センチネルリンパ節の近赤
外線蛍光検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
センチネルリンパ節(Sentinel Lymph Node: SLN)とは、腫瘍がリンパ節を介して直接転移
する場合、最初に到達するリンパ節であり、センチネルリンパ節生検とは、癌組織に染色
色素を注入し、センチネルリンパ節を見つけた後、これを切除し、病理組織学的検査を行
って癌が転移しているか否かを確認するものである。センチネルリンパ節で癌が発見され
れば、癌周辺のリンパ節の全体を切除するが、発見されなければ、リンパ節に癌が転移し
ていないものと判断し、リンパ節の切除を最小化することができる。
【０００３】
このように、センチネルリンパ節生検は、リンパ節の最小切除によって、既存の手術にお
いて癌組織と共に周囲のリンパ節を完全に切除することによって生じる副作用と余病を最
小化することができる。当該センチネルリンパ節生検は、既に乳房癌、黒色腫などでは標
準手術技法として行われており、肺癌、食道癌、胃癌、甲状腺癌、婦人科癌、泌尿器癌、
喉頭癌など全ての癌手術分野に拡大している。
【０００４】
当該センチネルリンパ節生検において、目視ではセンチネルリンパ節の位置を正確に探す
ことができないので、追跡者として放射線同位元素を使用する核医学的映像方法、磁性を
有する磁性流体を使用する映像方法、生体染料を使用する光学映像方法、または放射線同
位元素と生体染料とを同時に並行する方法が使われる(dual tracer method)。
【０００５】
患者への放射線の露出を最大限減らし、センチネルリンパ節の感知のための光学映像方法
と、生体染料に多様な蛍光物質が研究されていた。例えば、ポリガンマグルタミン酸と光
学映像染料複合体を含むセンチネルリンパ節検診用の光学映像プローブに係る研究などが
進められていた。蛍光染料のうち、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）を含む多くの国家食品医
薬品局において使用が許可されたものは、インドシアニングリーン（ＩＣＧ）であって、
近赤外線領域に光が励起され、かつ蛍光が発生する。また、１０～２０ｍｍの深さまで分
布された生体組織の内部構造観察が可能であり、手術場のように白色可視光が照らす場所
でも近赤外線蛍光観察が可能である。
【０００６】
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しかし、このような近赤外線蛍光染料は目視では見られないので、近赤外線蛍光を観察で
きる装備が開発されている。これに関し、近年、外科手術用の近赤外線観察装備にＨＥＭ
Ｓ(Hyper Eye Medical System)という装備が開発された。
【０００７】
当該ＨＥＭＳ装備は、ＩＣＧ蛍光を観察するための映像装備として設けられた単一のカメ
ラ３で可視光と近赤外線とを同時に測定し、明るい外部照明環境でも近赤外線蛍光を観察
できるものであって、図１に示している。
【０００８】
当該ＨＥＭＳ装備は、白色光源１と共に、励起光源２として７６０ｎｍの波長を有する光
源（ＮＩＲ　ＬＥＤ）を使用する。しかし、このような構造の装備は、開腹手術のみで臓
器の外観が見られ、可視光のカラーと近赤外線複合映像においてＩＣＧ蛍光映像と人体の
表面で反射された白色光の眩しい光による映像との間で容易に混同が生じる。
【０００９】
一方、特許文献１には、蛍光映像からセンチネルリンパ節を検出するシステムを開示して
いる。特に、特許文献１では、キセノンランプにより励起光を含む白色光を放出し、励起
光フィルタは、３８５～４３５ｎｍの波長帯域の光が透過するように設定した。この時、
励起光により測定対象から獲得された蛍光と背景光の場合、観察対象と単一のＣＣＤチッ
プとの間に遮蔽フィルタが挿入されて、蛍光と背景光とを透過させ、ＣＣＤチップに撮像
されるように構成し、ＴＶカメラにより映像処理され、モニタを介して蛍光映像に見せる
ように構成される。しかし、当該装備は、５－ＡＬＡのような可視光線から蛍光を放出す
る造影剤のための装備であって、ＩＣＧのように近赤外線で蛍光を観察するには適してい
ない。
【００１０】
これに関し、特許文献２には、フルカラー反射光と近赤外線映像とを提供する映像システ
ムが提案された。ＮＩＲ及びフルカラー映像を獲得するための映像システムは、観察対象
に可視光と近赤外線を供給する光源を含み、観察対象から独立して青色反射光及び緑色反
射光を検出し、赤色反射光または観察対象から発生する近赤外線を交互に検出するように
構成された数個のイメージセンサを有するカメラで構成される。
【００１１】
光源とカメラに信号を伝達する制御装置は、連続的な青色光と緑色光を観察対象に照射し
、赤色光と近赤外線励起光は、カメラから赤色光及び近赤外線蛍光映像を交互に獲得する
ように、光源とカメラを周期的にスイッチをオン・オフさせて同期化する。
【００１２】
赤色反射光スペクトル成分と、近赤外線光スペクトル成分は、光源とカメラでのスイッチ
ング同期化によって、複合された赤色光と近赤外線光の映像信号は、同一イメージセンサ
で交互に獲得され、赤色光スペクトルは、青色と緑色の反射光と共にフルカラー映像を提
供したり、近赤外線光スペクトル成分は、近赤外線蛍光映像を見せる。しかし、上述のよ
うに光源とＴＶカメラの同期化作業は、装備を複雑にする。
【００１３】
一方、可視光（４００～７００ｎｍ）から近赤外線（７００～９００ｎｍ）までの広範囲
な光スペクトルを同時に観察する映像システムにおいて、ＣＣＤセンサのような映像獲得
チップの焦点面上に焦点を合わせるために、色収差補正が必要である。特許文献３では、
内視鏡装備において色収差を補正するために、特別な光学カプラを提案した。提案された
光学カプラは、アフォーカルプリズム組み合わせと、イメージング光学系とで構成される
。アフォーカルプリズム組み合わせは、異なる屈折率を有するプリズムで構成され、プリ
ズムの境界には、ダイクロイックコーティングを行うことで、入射波長をそれぞれの適当
なプリズムに入るようにする。屈折率の異なるプリズムを通過した可視光と近赤外線光は
、相互の光経路長差を補正することで、色収差を補正する。しかし、このような方法によ
り色収差を除去するためには、特殊な光学システムが要求され、既存の光学カプラは使用
できないという問題点がある。
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【００１４】
併せて、可視光映像と近赤外線映像を同時に表示するにあたって、同一なモニタの二つの
異なるスクリーン窓で可視光映像と近赤外線映像がそれぞれ見られるように構成する場合
、または二つの映像を重畳して見られるように構成する場合に、可視光映像及び近赤外線
映像を識別することが困難であるという問題点がある。
【００１５】
基本的に、センチネルリンパ節を、センチネルリンパ節でないもの（非センチネルリンパ
節）と識別することは、蛍光信号の強度値による。当該蛍光信号の強度値は、同一な装備
を使用する場合にも、観察対象までの距離、ＴＶシステムの検出感度の設定された媒介変
数（ゲイン、シャッター、フレーム）、励起光の強度などに依存して相当な変化が生じる
。したがって、検出結果の信頼性を確保するために、標準測定方法が必須的に要請される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００６－３４０７９６号公報
【特許文献２】米国公開特許第２０１１／００６３４２７号公報
【特許文献３】米国公開特許第２０１１／０２４９３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
本発明の目的は、上述の問題点を解決するために案出されたものであって、インドシアニ
ングリーンのような蛍光物質及び励起光により放出される近赤外線蛍光を可視光映像と共
に再現する複合映像を具現するにあたって、高い正確性をもって近赤外線蛍光及びセンチ
ネルリンパ節を検出することが可能なセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置及びそ
の方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明によれば、観察対象に白色光を放出する白色光源と、前記観察対象に近赤外線励
起光を放出する近赤外線励起光源と、前記観察対象からの反射白色光及び近赤外線蛍光を
伝達する光診断組立体と、前記光診断組立体から伝達された前記反射白色光及び前記近
赤外線蛍光を検出し、可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号として処理する
多波長映像処理部と、前記多波長映像処理部において処理された前記可視光線反射光映像
信号及び前記近赤外線蛍光映像信号から、当該二つの映像信号を合わせた複合映像を出力
するディスプレイ部と、を含み、
　前記多波長映像処理部では、前記検出された反射白色光を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青
色（Ｂ）の映像信号に分離した後、前記近赤外線蛍光映像信号が検出されていないピクセ
ルには、赤色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）で可視光線反射光映像信号を生成し、前記近赤外線蛍
光映像信号が検出されたピクセルには、当該検出された近赤外線蛍光映像信号を青色（Ｂ
）のみで表示するように映像処理することを特徴とする、
　センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置が提供される。
【００１９】
　また本発明によれば、観察対象に白色光を放出する白色光源と、前記観察対象に近赤外
線励起光を放出する近赤外線励起光源と、前記観察対象からの反射白色光及び近赤外線蛍
光を伝達する光診断組立体と、前記光診断組立体から伝達された前記反射白色光及び前記
近赤外線蛍光を検出し、可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号として処理す
る多波長映像処理部と、前記多波長映像処理部において処理された可視光線反射光映像信
号及び近赤外線蛍光映像信号から、当該二つの映像信号を合わせた複合映像を出力するデ
ィスプレイ部と、を含み、
　前記多波長映像処理部では、前記検出された反射白色光を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青
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色（Ｂ）の映像信号に分離した後、各ピクセルごとに反射白色光の青色（Ｂ）映像信号と
近赤外線蛍光映像信号の強度を相対的に比較し、
　前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号の強度が前記近赤外線蛍光映像信号の強度より高
い場合には、前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号を、前記反射白色光の赤色（Ｒ）及び
緑色（Ｇ）の映像信号と共に当該ピクセルに表示し、
　前記近赤外線蛍光映像信号の強度が前記反射白色光の青色（Ｂ）映像信号の強度より高
い場合には、前記近赤外線蛍光映像信号のみを当該ピクセルに青色（Ｂ）で表示するよう
に映像処理することを特徴とする、
　センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置が提供される。
【００２０】
　好ましくは、前記多波長映像処理部は、前記光診断組立体から伝達された前記反射白色
光及び前記近赤外線蛍光の光経路を分離し、分離された可視光線チャネルと近赤外線チャ
ネルとを形成する光分離器を含むことを特徴とする。
【００２１】
　また好ましくは、前記光分離器は、選択された波長範囲で選択的に光を透過または反射
させる光分離プリズムであることを特徴とする。
【００２２】
　また好ましくは、前記光分離器はダイクロイックプリズムであることを特徴とする。
【００２３】
　好ましくは、前記多波長映像処理部には、前記分離された可視光線チャネルと近赤外線
チャネルに対応して前記光分離器の分離された光経路に沿って、前記二つのイメージセン
サがそれぞれの光経路上に配置されるように構成されることを特徴とする。
【００２４】
　好ましくは、前記二つのイメージセンサは、前記可視光線チャネル側に配置されるカラ
ーイメージセンサと、前記近赤外線チャネル側に配置される単色イメージセンサであるこ
とを特徴とする。
【００２５】
　好ましくは、前記単色イメージセンサは、軸上色収差の補正のために、前記カラーイメ
ージセンサに比べて、所定の距離（Δ）だけ光分離器から離隔して配置されることを特徴
とする。
【００２６】
　また好ましくは、前記二つのイメージセンサのぞれぞれと前記光分離器との間には、光
学フィルタがそれぞれ配置されることを特徴とする。
【００２７】
　好ましくは、前記二つのイメージセンサのそれぞれには、独立して調整係数が調整可能
な第一および第二の利得増幅器と、当該第一および第二の利得増幅器の出力信号をデジタ
ル信号に変換するアナログ・デジタル変換器とが連結されることを特徴とする。
【００２８】
　また好ましくは、前記多波長映像処理部は、前記収集された映像信号を分析及び処理し
、可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を生成するデジタル映像処理器を含
むことを特徴とする。
【００２９】
　好ましくは、前記多波長映像処理部は、前記二つのイメージセンサに対する共通のタイ
ミング発生器をさらに含み、前記デジタル映像処理器は、前記タイミング発生器と同期し
て映像処理作業を行うことを特徴とする。
【００３０】
　また好ましくは、前記デジタル映像処理器は、前記反射励起光または前記反射白色光を
基準光として、前記基準光が一定であるように、前記第一および第二の利得増幅器の調整
係数を自動的に調節することを特徴とする。
【００３１】
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　好ましくは、当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記デジタル映像処
理器において分析及び処理された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を組
み合わせて、複合映像を形成するコンピュータをさらに含むことを特徴とする。
【００３２】
　好ましくは、当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記デジタル映像処
理器において分析及び処理された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を、
前記コンピュータへ伝送する送受信器をさらに含むことを特徴とする。
【００３３】
　好ましくは、前記白色光源は、メタルハライドランプまたはキセノンランプであること
を特徴とする。
【００３４】
　好ましくは、前記近赤外線励起光源は、８００±２０ｎｍの光を放出するレーザ光源で
あることを特徴とする。
【００３５】
　好ましくは、前記光診断組立体は、腹腔鏡、硬性内視鏡、軟性内視鏡、カメラまたは手
術顕微鏡のうちいずれか一つの映像システムを成す光診断組立体であることを特徴とする
。
【００３６】
　好ましくは、当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、前記光診断組立体を
前記多波長映像処理部に連結する光アダプタをさらに含むことを特徴とする。
【００３７】
　好ましくは、前記近赤外線蛍光の観察のために使われる蛍光物質は、インドシアニング
リーンであることを特徴とする。
【００３８】
　好ましくは、前記近赤外線励起光源から照射される励起光の出力は、前記多波長映像処
理部のフレーム速度よりも低い周波数を有するパルスモードを有するように制御されるこ
とを特徴とする。
【００３９】
　また好ましくは、当該センチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置は、同一な条件にて
センチネルリンパ節の蛍光強度に相応する蛍光強度を有する標準試験片をさらに備えるこ
とを特徴とする。
【００４０】
　また好ましくは、前記標準試験片からの蛍光信号強度を前記観察対象からの蛍光信号強
度と比較し、前記観察対象からの蛍光信号強度が、前記標準試験片からの蛍光信号強度よ
りも高い場合にのみ、センチネルリンパ節として判断するように構成されたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００５２】
前述のように、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置及びその方法は
、下記のような効果がある。
【００５３】
第一に、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置及びその方法では、既
存の映像システムを用いるとしても、短時間に高い正確性をもってセンチネルリンパ節の
検出可能性を高めることができるので、癌が転移しているか否かの判断の正確性が高くな
り、リンパ節の切除を最小化することができる。
【００５４】
第二に、本発明によれば、近赤外線と可視光センサの焦点面の位置が互いに一致する必要
がないので、光学システム、特に光学カプラを有する腹腔鏡において色収差を補正する必
要がない。
【００５５】
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第三に、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置及びその方法の場合、
既存の腹腔鏡装備などに容易に適用ができるので、設備の改善のための更なるコスト消耗
を最小化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】従来のＩＣＧ蛍光を観察するためのＨＥＭＳ装備を概略的に示す図面である。
【図２】本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置の概略的な構成を示す
図面である。
【図３】反射された可視光線、励起光、及び近赤外線蛍光の波長範囲を示す図面である。
【図４】（Ａ）は本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置の望ましい実
施例であって、ＩＣＧ腹腔鏡に適用された例を示す図面であり、（Ｂ）は本発明によるセ
ンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置の望ましい実施例であって、ＩＣＧビデオスコ
ープに適用された例を示す図面である。
【図５】（Ａ）は可視光線映像と近赤外線映像との間で色収差が生じることを概念的に示
す図面であり、（Ｂ）は本発明の望ましい実施例によって軸上色収差を補正するために、
二つのイメージセンサを配置する構造を概略的に示す図面である。
【図６】ＩＣＧ腹腔鏡を使用して、組織の同じ部位に対して抽出されたイメージ映像を示
す図面である。
【図７】本発明の一実施例によって、反射白色光で青色（Ｂ）の代わりに近赤外線蛍光信
号を使用することで、反射白色光イメージ背景に近赤外線蛍光イメージ映像が重畳された
複合イメージ映像の形成過程を順次に示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施例によって、白色光の青色（Ｂ）と近赤外線光の信号強度を比較
することで、選択的に青色を出力する例を示すフローチャートである。
【図９】図８の実施例によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置から獲得された
複合映像を示す図面である。
【図１０】標準試験片が観察対象であるセンチネルリンパ節の側面に配置された状態で獲
得された複合映像を示す図面である。
【図１１】観察対象近辺に標準試験片を位置させた場合、センチネルリンパ節の識別方法
を示すフローチャートである。
【図１２】観察対象との測定距離変化による蛍光と反射光の信号変化を示すグラフである
。
【図１３】標準試験片を観察対象の側面に配置できない場合、センチネルリンパ節の識別
方法を示すフローチャートである。
【図１４】連続的な反射白色光信号、及び光検出イメージセンサのフレーム速度と非同期
化された近赤外線蛍光励起光の周期的なパルス信号を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
以下、添付された図面を参照して、本発明の望ましい一実施例によるセンチネルリンパ節
の近赤外線蛍光検出装置を詳細に説明する。
【００５８】
図２は、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置の概略的な構成を示す
ものである。本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置において、測定す
る部位の観察対象に向かう光診断組立体を備え、当該光診断組立体は、映像システムの種
類によって構成される。
【００５９】
図２において、映像システムとして腹腔鏡が使われたものを例示しているが、硬性内視鏡
または軟性内視鏡、カメラ及び手術顕微鏡のような他の映像システムも使われる。
【００６０】
以下、図２を参照して、光診断組立体として腹腔鏡を具現したものを例示し、本発明によ
るセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置を詳細に説明する。
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【００６１】
図２に示すように、本発明の一実施例によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置
は、複合光源部(Combined White-NIR Illuminator)１０、腹腔鏡３０、多波長映像処理シ
ステム５０、コンピュータ７０及びディスプレイ部８０を含む。
【００６２】
このような構成を有するセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置において、複合光源
部１０から放出された近赤外線波長帯の励起光と白色光は、光ガイド２０を経て、光診断
組立体である腹腔鏡３０に含まれた光伝達モジュール３１を介して、観察対象Ａに伝達さ
れる。観察対象には、リンパ節１１を含む多様な生物学的測定対象が考慮され、当該観察
対象との比較観察のための標準試験片が用いられる。
【００６３】
また、混合された白色光及び近赤外線を獲得するためには、白色光を放出するランプと、
近赤外線を放出するレーザとが共に備えられる複合光源部１０を使用する。
【００６４】
望ましくは、前記複合光源部の白色光源は、メタルハライドランプまたはキセノンランプ
で構成し、前記複合光源部の近赤外線励起光源は、８００±２０ｎｍの光を放出する近赤
外線レーザ光源で構成する。
【００６５】
本実施例において、白色光源及び近赤外線励起光源が一体に設けられた複合光源部を例示
して説明したが、本発明は、そのような複合光源部の形態に限定されず、白色光及び近赤
外線励起光を観察対象に提供可能ないずれの形態であってもよい。
【００６６】
このように、複合光源部からの白色光及び近赤外線は、腹腔鏡の光伝達モジュール３１を
介して、観察対象側に照射され、観察対象から反射された可視光線及び近赤外線励起光、
並びに近赤外線励起光による蛍光が放出される。
【００６７】
これに関し、図３では、反射された可視光線、励起光、及び近赤外線蛍光の波長範囲を概
略的に示している。
【００６８】
また、本実施例において、観察対象から出る光（反射可視光線＋近赤外線励起光及び蛍光
）を多波長映像処理システム５０に伝達するように構成されるところ、図２のように、腹
腔鏡３０及び光アダプタ４０を含むように構成する。
【００６９】
したがって、観察対象から出る光（反射可視光線＋近赤外線励起光及び蛍光）は、腹腔鏡
３０に含まれた光イメージモジュール３２と、光アダプタ４０に含まれた光学カプラ４１
とを介して、多波長映像処理システム５０に入る。
【００７０】
一方、図２のように、本実施例において、可視光領域と近赤外線領域の映像を処理するた
めの二つのイメージセンサが含まれるところ、前記多波長映像処理システムは、二つのイ
メージを同時に演算処理可能な多波長２チップＴＶシステムで構成する。
【００７１】
ここで、観察対象から反射された二次光の経路に、励起光（近赤外線波長帯のレーザ励起
光）が多波長映像処理システム５０に浸透することを遮断し、その他の波長帯の光は透過
させる遮蔽フィルタ４２が設けられる。
【００７２】
それは、多波長映像処理システムで処理するものは、観察対象の背景に対する反射白色光
及び検出する蛍光であるので、その他の多量検出される反射励起光を遮蔽するためである
。
【００７３】
一方、前記多波長映像処理システム５０には、光分離器５１が設けられ、当該光分離器は
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、観察対象からの二次光を可視光線と近赤外線の二つの光に分離する。また、二つのチャ
ネルに分けられた光のスペクトル選択のために、光学フィルタ５２，５３が使われた。
【００７４】
ここで、光分離器には、プリズムを用いた光分離プリズムが使われ、より望ましくは、ダ
イクロイックプリズムが使われる。
【００７５】
また、本実施例によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置において、それぞれの
チャネルには、分離された波長を感知するイメージセンサが設けられた。すなわち、前記
光分離器５１から可視光線が分離される可視光線チャネルには、カラーイメージセンサ５
４と光学フィルタ５２とが設けられ、前記光分離器５１から近赤外線（ＮＩＲ）が分離さ
れる近赤外線チャネルには、単色イメージセンサ５５と光学フィルタ５３とが設けられる
。
【００７６】
二つのセンサは、共通のタイミング発生器６１を含む同一なビデオ処理及び制御ユニット
６０により制御される。当該ビデオ処理及び制御ユニット６０には、それぞれのセンサの
ための第１利得増幅器６２、第２利得増幅器６３、第１アナログ・デジタル変換器６４、
及び第２アナログ・デジタル変換器６５が設けられる。結果として、このような構成から
、白色光イメージと近赤外線蛍光イメージのデジタル映像が形成される。
【００７７】
これに関し、本発明の望ましい実施例において、前記多波長映像処理部内に収集された映
像信号を分析及び処理し、可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号を生成する
ためのデジタル映像処理器６６が含まれるように構成する。
【００７８】
すなわち、ビデオ処理及び制御ユニット６０に含まれた二つのチャネルのデジタル映像処
理器６６は、第１利得増幅器６２と第２利得増幅器６３で増幅係数を独立して調整するた
めの制御信号を生成し、それは、自動利得制御(automatic gain control: AGC)条件を遂
行するために必要である。ここで、自動利得制御条件を設定すれば、反射励起光または反
射白色光のように予め設定された基準光の強度を一定に維持するように利得を制御するこ
とができる。
【００７９】
また、デジタル映像処理器は、タイミング発生器６１と同期化して作業を行い、ビデオ信
号の処理を行った後、送受信部６７を介してビデオ信号をコンピュータ７０に伝達する。
コンピュータ７０では、可視光線反射光映像と近赤外線蛍光映像を映像処理し、二つの映
像を複合映像にして、ディスプレイ部８０のスクリーンに表す。
【００８０】
図４Ａ及び図４Ｂは、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置の具体的
な実施例であって、図４Ａは、ＩＣＧ腹腔鏡に係るものであり、図４Ｂは、ＩＣＧビデオ
スコープに係るものである。
【００８１】
すなわち、図４Ａに示すように、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装
置は、身体内でセンチネルリンパ節を検出するために製作されたＩＣＧ腹腔鏡の形態で使
われ、図４Ｂのように人体が開腹された状態の手術で、センチネルリンパ節の検出のため
のＩＣＧビデオスコープの形態で使われる。
【００８２】
それぞれの場合、映像記録システムとして、図２のような多波長２チップＴＶシステムが
使われ、近赤外線波長励起光源として、近赤外線レーザ１１が使われ、白色光を照射する
ための光源１２を含む。
【００８３】
特に、ＩＣＧ腹腔鏡において、近赤外線励起光と白色光とを同時に照射するために、白色
光源には、可視光光源１２を含み、近赤外線光源には、レーザ１１を含む複合光源部(Com
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bined VIS-NIR Light Source)１０を使用した。
【００８４】
また、ＩＣＧビデオスコープの場合は、複合光源部の代わりに、分離された手術用ランプ
１２と、近赤外線レーザ１１とを使用し、腹腔鏡の代わりに、映像システムとしてカメラ
レンズ３３が使われた。
【００８５】
一方、可視光と近赤外線の二つの波長帯の映像スペクトルを同時に検出記録する場合に、
可視光スペクトル領域に合わせて設計製作された映像システムは、色収差の問題が生じる
。色収差は、軸上色収差と倍率色収差に分けられ、軸上色収差の問題が特に重要である。
【００８６】
図５Ａを参照すれば、可視光スペクトルイメージの焦点は、近赤外線スペクトルイメージ
の焦点に比べて、軸上で相対的に値Δほど差があり、それを軸上色収差という。
【００８７】
本発明の一実施例において、該色収差の補正のために、可視光と近赤外線のチャネルそれ
ぞれに対するイメージセンサを設けた。
【００８８】
特に、図５Ｂに示すように、映像システムの後端には、波長によって光経路を調節するた
めの光分離器が設けられ、望ましくは、当該光分離器は、選択的に光を透過または反射さ
せることで、光を分離させる光分離プリズムを用いる。
【００８９】
したがって、前記光分離器によって、可視光と近赤外線がそれぞれ区分され、区分された
可視光と近赤外線は、それぞれカラーイメージセンサまたは近赤外線イメージセンサに入
る。
【００９０】
ここで、本実施例によれば、軸上色収差を補正するために、近赤外線イメージセンサの位
置は、可視光の検出のためのカラーイメージセンサの位置に比べて、相対的に値Δほど移
動されるように調整する。
【００９１】
結局、距離が調整されたカラーイメージセンサ及び近赤外線イメージセンサは、移動され
た位置によって軸上色収差が補正される。
【００９２】
したがって、本発明の一実施例によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置におい
て、色収差を減らすために、別々の可視光及び近赤外線の映像システムを使用することに
よるコスト増加と、複雑な光学モジュールの設置なしに、容易に軸上色収差を補正するこ
とで、二つの映像の焦点を同時に精密に調整することができる。
【００９３】
一方、本発明において、近赤外線イメージ映像と可視光イメージ映像とを同時に具現する
ための新たな方式、及び当該方式によって製作されたセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光
検出装置を提案する。
【００９４】
一般のモニタを使用して、二つの重畳された映像を同時に具現するためには、反射可視光
イメージ内に属した近赤外線蛍光イメージをいかなる方式によって差別化するのかという
問題点が生じる。本発明では、当該近赤外線蛍光イメージを容易に識別するために、色相
対比方式による新たな方法を使用した。
【００９５】
色相対比方法の使用の際に、白色反射光で黄色－赤色の色調を有する生物学組織の特性を
用いた。
【００９６】
図６では、ＩＣＧ腹腔鏡を使用して観察している中に獲得された映像の組織を示している
。ここで、それぞれの映像は、反射白色光の赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の信号
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がＲ、Ｇ、Ｂそれぞれのチャネルで白色光映像を分離した後に獲得された。また、近赤外
線チャネルから獲得された近赤外線蛍光単一映像も見られる。
【００９７】
すなわち、図６では、ＩＣＧ腹腔鏡を使用して、組織の同じ部位に対するそれぞれのイメ
ージ映像を示しているものであって、ＲＧＢ映像では、白色光での本来の映像[White Ref
lection(RGB)]を表し、前記白色光映像をＢ、Ｒ、Ｇチャネルでそれぞれ分離した後のイ
メージ映像をそれぞれＲ、Ｇ、Ｂで表している。
【００９８】
また、近赤外線蛍光から獲得したイメージ映像(NIR Fluorescence)を表示し、最後に、反
射可視光イメージと蛍光イメージ(VIS Reflection Image + ICG fluorescence Image)の
複合映像(Composite Image)を表している。
【００９９】
前記図６の映像を比較すれば、チャネルＢでは、生物組織に固有の形態をほとんど識別で
きないことを確認できる。ここで、観察対象の明るい部位は、強い光のスポットに該当す
る。すなわち、実際の人体内部の組織は、ほとんどＲ、Ｇカラーで表現ができ、Ｂカラー
の場合、組織を識別するのに適していないことを確認できる。
【０１００】
したがって、本発明の一実施例において、このような実験結果に基づいて、近赤外線蛍光
イメージに、白色反射光で青色（Ｂ）のイメージを代替することで、白色光と共に近赤外
線蛍光イメージを具現することができる。
【０１０１】
実施形態１
反射白色光とＩＣＧ蛍光とを合わせたモード条件にて、複合映像の構成は、赤色（Ｒ）と
緑色（Ｇ）の反射光イメージ背景に、近赤外線蛍光イメージが青色（Ｂ）イメージの代わ
りに選択された。
【０１０２】
反射白色光から獲得された青色は、組織のイメージのための特徴的な要素ではないので、
近赤外線蛍光により表示されたリンパ節は、容易に他の組織と区別され、かつ反射白色光
で見られるスポットとも区別される。複合イメージ映像において、イメージ背景を形成す
る反射白色光イメージは、単に赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）のカラーチャネルにより表現され
、明るいスポットは、青色がないので、黄色で見られる。一方、近赤外線蛍光イメージ映
像は、青色で見られる。
【０１０３】
すなわち、図６の右側下端では、複合映像を反射白色光（ＲＧカラー）と近赤外線蛍光（
Ｂカラー）で出力した映像を示しているものであって、イメージ背景に赤色（Ｒ）と緑色
（Ｇ）のカラーチャネルにより組織が表現され、明るいスポット部分は、黄色（Ｒ＋Ｇ）
で表現され、近赤外線蛍光映像は、Ｂチャネルにより青色で表現される。
【０１０４】
これによって、組織の正確な構造と共に、近赤外線蛍光に係るリンパ節を同時に容易に観
察できる。
【０１０５】
本実施例によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出方法を、図２に示す装置と関連し
て説明すれば、まず、腹腔鏡などの装備によって、カラーイメージ（反射白色光）及び単
色イメージ（蛍光）が収集されれば、それらを光学カプラなどを介して多波長映像処理シ
ステムに伝達する。
【０１０６】
伝達されたカラーイメージ及び単色イメージについての情報は、光分離器により可視光領
域と近赤外線領域とに分離された後、二つのイメージセンサにより電気的信号に変換され
る。
【０１０７】
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イメージセンサにより変換された信号は、利得増幅器及びアナログ・デジタル変換器をそ
れぞれ経た後、デジタル映像処理器で可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号
として処理されるが、本実施例においては、当該デジタル映像処理器により反射白色光と
近赤外線蛍光をそれぞれＲＧカラーとＢカラーのイメージで形成する。この時、イメージ
形成過程において、タイミング発生器６１により同期化されるので、白色光による背景と
共に蛍光イメージ信号を獲得することで、複合映像信号を具現するための可視光線反射光
映像信号及び近赤外線蛍光映像信号が得られる。
【０１０８】
獲得された可視光線反射光映像信号及び近赤外線蛍光映像信号は、送受信器を介してコン
ピュータに伝達され、コンピュータでは、伝達された可視光線反射光映像信号及び近赤外
線蛍光映像信号を組み合わせて、ディスプレイ部によって複合映像を具現することができ
る。
【０１０９】
これに関し、図７は、本実施形態によって、反射白色光で青色（Ｂ）の代わりに近赤外線
蛍光信号を使用することで、反射白色光イメージ背景に近赤外線蛍光イメージ映像が重畳
された複合イメージ映像の形成過程を順次に示すフローチャートである。
【０１１０】
図７に示すように、カラーイメージ（反射白色光）及び単色イメージ（蛍光）の収集段階
が行われ、収集された白色光イメージをＲＧＢチャネル上で分離し、白色光に対するＲ(W
hite Reflection Image[i, j]R)、Ｇ(White Reflection Image[i, j]G)、Ｂ(White Refle
ction Image[i, j]B)信号をそれぞれ獲得する。
【０１１１】
次いで、蛍光イメージに対する信号をＢカラー映像(Fluorescence Image[i, j]B)信号で
生成し、白色光に対するＲ、Ｇ信号と共に複合映像を生成した後、それらから複合映像を
出力する。
【０１１２】
すなわち、本実施例において複合映像を生成するにあたって、前記近赤外線蛍光が検出さ
れるピクセルには、前記近赤外線蛍光の青色（Ｂ）が表示され、前記近赤外線蛍光が検出
されていないピクセルには、反射白色光の赤色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）が表示されるように
映像処理する。
【０１１３】
一方、上述の実施形態１とは異なり、本発明の他の望ましい実施例において、白色光の青
色（Ｂ）と近赤外線蛍光のサイズを相対的に比較することで、両方から相対的に光の強度
が高い方を各ピクセルごとに選択的に選択することによって複合映像を形成する方法を用
いることで、複合映像を具現する。
【０１１４】
基本的に、白色光の青色（Ｂ）と近赤外線蛍光とが収集される強度は差があるので、その
絶対的なサイズの比較ではセンチネルリンパ節の位置を把握するのに適していない。した
がって、本発明の望ましい実施例において、前記白色光の青色（Ｂ）と前記近赤外線蛍光
のサイズを相対的に比較する方式を用いることができる。
【０１１５】
例えば、近赤外線蛍光信号の強度は白色光の強度よりもはるかに低いので、近赤外線蛍光
信号に一定の利得を乗じて信号を増加した後、そのサイズを相対的に比較するように構成
する。
【０１１６】
実施形態２
本実施形態において、白色光の青色（Ｂ）と近赤外線の両方から相対的に光の強度を各ピ
クセルごとに比較することで、光の強度が高い方を青色（Ｂ）で選択して出力する。
【０１１７】
したがって、白色光の青色の強度が近赤外線の強度よりも高い場合には、白色光の青色が
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選択されることで、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）と共に白色光のＲＧＢカラーを具現する。ま
た、近赤外線の強度が白色光の青色の強度よりも高い場合には、近赤外線が青色（Ｂ）で
選択されることで、白色光の赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）と共に複合映像として出力される。
【０１１８】
図８は、上述の実施例によって、白色光の青色（Ｂ）と近赤外線光の信号強度を比較する
ことで、選択的に青色を出力する例を示しているフローチャートである。
【０１１９】
図８に示すように、それぞれの色を表現する映像ピクセルにおいて、近赤外線光の信号強
度が可視光の青色光の信号強度よりも高い時は、白色反射光の青色光を表すピクセルは、
近赤外線蛍光ピクセルに代替することで、前記近赤外線蛍光映像信号のみを当該ピクセル
に青色（Ｂ）で表示し、逆の場合は、反射白色光の青色（Ｂ）映像信号を反射白色光の赤
色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）の映像信号と共に、当該ピクセルに複合色相で表示するように出
力する。当該ピクセルに青色で表示される。
【０１２０】
本実施形態によって獲得された複合映像は、図９に示している。すなわち、前記図９では
、近赤外線の信号強度が青色光の信号強度を超える時、条件に対応する各ピクセルは、白
色反射イメージ青色（Ｂ）チャネルの代わりに、近赤外線蛍光イメージチャネルで獲得し
た信号を表示したので、左右側に近赤外線蛍光イメージチャネルで獲得した信号が青色で
表示されていることを確認できる。
【０１２１】
この場合、反射白色光で見られる明るいスポットは、初期の原色のように白色で見られ、
近赤外線光の信号強度が白色光の青色光の信号強度よりも低い部位では、組織のカラー色
調は変わらない。
【０１２２】
一方、本発明によるセンチネルリンパ節の近赤外線蛍光検出装置及びその方法において、
このように、ディスプレイ部に提供される複合映像を分析する更なる過程によって、より
正確にセンチネルリンパ節を識別する装置及びその方法を提供する。
【０１２３】
特に、本発明において、センチネルリンパ節をより正確に識別するために、標準試験片を
使用するように構成する。
【０１２４】
具体的には、本発明において、基本的に、センチネルリンパ節と、センチネルリンパ節で
ないものとを区別するために、造影剤のインドシアニングリーン（ＩＣＧ）を使用し、励
起光を照射する時にＩＣＧから発生する蛍光信号強度の差によって区別する。当該蛍光信
号強度は、色々な要素に依存する。観察対象に照射する光の強度、光経路上での信号光の
損失程度、可視光と近赤外線の検出センサの感度、ビデオ処理及び制御装置の調整係数（
ゲイン、シャッター）、装備と観察対象との間の測定距離などに依存する。そのうち、測
定距離の変数は調節することが困難であるが、外科医者が観察対象の組織学的な特徴また
は要求される観察部位の細密な観察などによって測定距離の変動性が大きいためである。
【０１２５】
したがって、センチネルリンパ節を正確に識別するために、センチネルリンパ節と類似し
た蛍光強度を有する標準試験片が必要である。蛍光標準試験片は、血液の血清またはアル
ブミンを添加したＩＣＧ溶液を基本に製作する。それらは、一般に蛍光強度を高める蛍光
活性剤として使われた。また、活性剤として、蛍光強度を高めるだけでなく、蛍光をより
安定して維持する有機物ではない他の物質を使用できる。本発明者らの研究により行われ
た実験において、活性剤の候補に美容シャンプーを使用する場合、縫い合わせられたプラ
スチック容器でＩＣＧ溶液の蛍光強度は少なくとも一ヶ月間は変わらずに維持されること
を観察した。ＩＣＧの一定の濃度の溶液を使用する時、標準試験片の蛍光強度と、観察対
象とするセンチネルリンパ節の蛍光強度とを類似したものに調整することができる。
【０１２６】
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センチネルリンパ節を識別するにあたって、標準試験片を観察対象の側面に配置した場合
と、そうでない場合によって、二つの方法により具現する。
【０１２７】
まず、標準試験片を観察対象の側面に配置した場合を考慮するにあたって、標準試験片は
、手術部位の蛍光強度の比較のために観察するセンチネルリンパ節の側面に配置する。こ
のように、標準試験片が観察対象であるセンチネルリンパ節の側面に配置される例は、図
１０に示している。
【０１２８】
この場合、観察対象の蛍光信号強度と、標準試験片の蛍光信号強度の比較は、モニタを介
して目視でまたは量的な評価によって行われる。リンパ節の蛍光強度(Fl_Lymph node)が
標準試験片の蛍光強度(Fl_Standard Sample)よりも高い場合には、観察対象であるリンパ
節はセンチネルリンパ節であり、逆の場合は非センチネルリンパ節である。ここで、リン
パ節の蛍光強度は、観察対象からの蛍光信号を意味する。
【０１２９】
これに関し、図１１は、観察対象近辺に標準試験片を位置させた場合についてのセンチネ
ルリンパ節の識別方法を示すフローチャートである。
【０１３０】
すなわち、図１１を参照すれば、腹腔鏡を観察対象に進入させた後、観察対象近辺に標準
試験片を位置させる。次いで、観察対象であるリンパ節の蛍光信号と、標準試験片の蛍光
信号とを比較する段階が行われ、その結果によって、センチネルリンパ節であるか否かを
判断する。
【０１３１】
一方、標準試験片を観察対象の側面に配置しない場合を考慮する。
【０１３２】
リンパ節と標準試験片の蛍光信号強度の比較は、直接的な方法を使用するが、標準試験片
を使用しない場合には、反射白色光信号を使用して、観察対象から測定距離の変化を自動
的に計算することができる。
【０１３３】
図１２は、観察対象との測定距離変化による蛍光と反射光の信号変化を示しているグラフ
であって、図１２を参照すれば、観察対象の測定距離によって、ほぼ同一な割合で反射励
起光と蛍光の強度が減少するということが分かる。
【０１３４】
したがって、反射励起光または反射白色光を基準光として、基準光が常に一定であるよう
に、調整係数（ゲイン及びシャッターの媒介変数）を自動的に調整すれば、距離に関係な
く、同一な蛍光の強度が得られる。
【０１３５】
すなわち、図２の装置を考慮すれば、デジタル映像処理器では、基準光信号が一定である
ように、第１及び第２利得増幅器における調整係数を自動的に調節することで、距離に関
係なく、同一な強度の蛍光信号が持続的に得られることとなる。
【０１３６】
これに関し、本実施例において、測定距離の補正のために、反射励起光を使用せず、反射
白色光を使用した。この場合、測定距離による蛍光補正のための基準光として、赤色（Ｒ
）または緑色（Ｇ）または青色（Ｂ）光から発生する信号を使用でき、望ましくは、観察
組織の構造的特徴から少ない影響を受けるチャネルＲから発生する光信号を使用できる。
【０１３７】
標準試験片を観察対象の側面に配置できない場合に、センチネルリンパ節の識別過程は、
図１３に示す。
【０１３８】
まず、標準試験片を設け、標準試験片に対する可視光及び近赤外線の信号の測定値によっ
て、システムの校正作業が行われる。白色光と近赤外線の標準試験片の距離による信号の
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比例式は、各標準試験片の光強度を測定することによって遂行され、拡散反射値を測定す
る。
【０１３９】
人体内に腹腔鏡を挿入した後、予め設定された白色光の強度に合わせて、調整係数（ゲイ
ン及びシャッターの媒介変数）が変化し、それによって、白色光チャネル（ＶＩＳチャネ
ル）の信号の自動的な増幅調整が行われる。この場合、当該媒介変数は、白色光だけでな
く、近赤外線チャネルで互いに同一に変化することで、測定距離の誤差を除去する。
【０１４０】
センチネルリンパ節のある部位で蛍光の増加が観察されれば、蛍光強度を測定する。
【０１４１】
観察されたリンパ節の蛍光強度が蛍光標準試験片よりも高ければ、リンパ節は、センチネ
ルリンパ節として判断し、逆の場合は、非センチネルリンパ節として判断する。
【０１４２】
一方、このような色相対比方法と共に、時間変調方法によって、センチネルリンパ節から
の蛍光信号を検出することを考慮する。
【０１４３】
図１４では、連続的な反射白色光信号、及び光検出イメージセンサのフレーム速度と非同
期化された近赤外線蛍光励起光の周期的なパルス信号を示している。
【０１４４】
図１４を参照すれば、時間変調方法の場合、白色光源の光照射は持続的に行われるので、
反射白色光は持続的に出力される一方、近赤外線蛍光の場合、ＴＶシステムのフレーム速
度よりもはるかに低い周波数を有するパルスモードに転換されるように構成した。したが
って、近赤外線励起光は、非連続的な光照射出力を有する。一方、この場合、レーザ光照
射変調速度は、ＴＶシステムのフレーム速度と同期化させる必要はない。
【０１４５】
したがって、持続的に出力される反射白色光による可視光背景イメージで、近赤外線蛍光
イメージは周期的にきらめいて見られるので、近赤外線蛍光イメージを容易に識別するこ
とができる。
【０１４６】
このような時間変調方法は単独に用いられるが、望ましくは、実施形態１または実施形態
２の色相対比方法と共に使われることで、センチネルリンパ節からの蛍光信号を容易に検
出することができる。
【０１４７】
実施形態３
時間変調方法の使用によって、連続的なレーザ光の出力モードは、前記内視鏡の応用にお
いて使われるＴＶシステムの光検出センサの１５Ｈｚ以上のフレーム速度よりもはるかに
低い約１～２Ｈｚの繰り返し率を有するパルスモードに転換された。
【０１４８】
したがって、連続的な可視光イメージ映像背景で、近赤外線イメージ映像は、パルスモー
ドによって周期的にきらめいて見られる。
【０１４９】
本実施形態において、色相対比方法と別途に時間変調が行われており、したがって、可視
光イメージは、完全な色相（ＲＧＢ）を維持する。一方、上述の実施形態１、２の色相対
比方法と共に使われる場合には、選択的に青色（Ｂ）を近赤外線蛍光イメージに代替でき
るので、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）で可視光イメージを形成したり、近赤外線蛍光イメージ
よりも青色（Ｂ）光信号がより大きい場合ならば、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）
の完全な可視光イメージを形成することもできる。
【０１５０】
以上のように、本発明は、望ましい実施形態を参照して説明したが、当業者ならば、本発
明の範囲を逸脱しない範囲内で、本発明の要素に対して修正及び変更可能であることを理
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に対して多くの変更が行われる。したがって、本発明は、本発明の望ましい実施形態の詳
細な説明に制限されず、特許請求の範囲内で全ての実施形態を含む。
【符号の説明】
【０１５１】
Ａ　　観察対象
Ｓ　　標準試験片
１０　　複合光源部
１１　　近赤外線励起光源
１２　　白色光源
２０　　光ガイド
３０　　腹腔鏡
３１　　光伝達モジュール
３２　　光イメージモジュール
３３　　カメラレンズ
４０　　光アダプタ
４１　　光学カプラ
４２　　遮蔽フィルタ
５０　　多波長映像処理システム
５１　　光分離器
５２，５３　　光学フィルタ
５４　　第１イメージセンサ
５５　　第２イメージセンサ
６０　　ビデオ処理及び制御ユニット
６１　　タイミング発生器
６２　　第１利得増幅器
６３　　第２利得増幅器
６４　　第１アナログ・デジタル変換器
６５　　第２アナログ・デジタル変換器
６６　　デジタル映像処理器
６７　　送受信部
７０　　コンピュータ
８０　　ディスプレイ部



(19) JP 5925251 B2 2016.5.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(20) JP 5925251 B2 2016.5.25

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】



(21) JP 5925251 B2 2016.5.25

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(22) JP 5925251 B2 2016.5.25

10

20

30

フロントページの続き

(73)特許権者  516061573
            インザスマート　カンパニー　リミテッド
            ＩＮＴＨＥＳＭＡＲＴ　ＣＯ．　ＬＴＤ．
            大韓民国，０３０８２，ソウル，チョンノ－グ，ダエハク－ロ，７１（ヨンジェオン－ドン，セン
            ター　フォー　メディカル　イノベーション　ビルディング　アット　ソウル　ナショナル　ユニ
            バーシティ　ホスピタル）
            （Ｙｅｏｎｇｅｏｎ－ｄｏｎｇ，Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
            　Ｂｌｄｇ．　ａｔ　Ｓｅｏｕｌ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｖ．　Ｈｏｓｐｉｔａｌ）７１，Ｄ
            ａｅｈａｋ－ｒｏ，Ｊｏｎｇｎｏ－ｇｕ，Ｓｅｏｕｌ，０３０８２，Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　ｏｆ　Ｋ
            ｏｒｅａ
(74)代理人  100094053
            弁理士　佐藤　隆久
(72)発明者  カン　ウク
            大韓民国，　１５７－７３６　ソウル，　カンソ－グ，　コンハン－デロ　６５－ギル，　２１，
            　ロッテキャッスルアパートメント，　１０１－１００３
(72)発明者  パパヤン　ゲリ　ブイ
            ロシア，サンクトペテルブルグ　１９７１０１，カメンノーストロブスキー　プロスペクト　２４
            －８０

    審査官  増渕　俊仁

(56)参考文献  特開２００７－１４３６２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００２／００１３５３１（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００５－０６５９７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２０１７０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２０６２２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０５０６３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／０２６８５７３（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　１／００－１／３２　　　　



专利名称(译) 用于前哨淋巴结的近红外荧光检测装置和方法

公开(公告)号 JP5925251B2 公开(公告)日 2016-05-25

申请号 JP2014140764 申请日 2014-07-08

[标]申请(专利权)人(译) 韩国电子技术研究院

申请(专利权)人(译) 韩国电子技术研究院

当前申请(专利权)人(译) 在智能有限公司

[标]发明人 カンウク
パパヤンゲリブイ

发明人 カン ウク
パパヤン ゲリ ブイ

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/04

CPC分类号 A61B5/418 A61B1/00009 A61B1/0005 A61B1/043 A61B1/063 A61B1/0638 A61B5/0071 A61B5/0086 
A61B5/7425

FI分类号 A61B1/00.300.D A61B1/04.370 A61B1/00.511 A61B1/00.512 A61B1/00.550 A61B1/00.731 A61B1/04 
A61B1/04.530 A61B1/045.610 A61B1/05

F-TERM分类号 4C161/AA01 4C161/AA02 4C161/AA07 4C161/AA13 4C161/AA15 4C161/AA16 4C161/AA24 4C161
/AA26 4C161/BB02 4C161/BB05 4C161/CC06 4C161/FF40 4C161/HH54 4C161/JJ17 4C161/LL02 
4C161/LL08 4C161/MM01 4C161/MM02 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/PP11 4C161/QQ02 4C161
/QQ03 4C161/QQ07 4C161/QQ09 4C161/RR03 4C161/RR04 4C161/RR26 4C161/SS22 4C161/WW08 
4C161/WW17

代理人(译) 佐藤隆久

优先权 1020130081980 2013-07-12 KR

其他公开文献 JP2015016332A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种用于观察人体内的前哨淋巴结（SLN）的装置。更具体
地说，本发明涉及一种用于通过检测由SLN处的诸如吲哚菁绿（ICG）的
荧光材料引起的近红外（NIR）荧光来观察SLN的装置，以及一种用于检
测SLN处的NIR荧光的方法。特别地，在实现通过将由激发光发射的诸如
ICG和NIR荧光的荧光材料与可见光图像一起再现而获得的合成图像中，
可以通过颜色对比方法以高精度检测SLN和/或使用NIR荧光图像信号和
可见反射光图像信号的时间调制方法。
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